
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 29 年 7 月 11 日  

 1 9  時 0 0 分 現 在 

九 州 地 方 整 備 局  

 

 

１．体制 

 九州地方整備局災害対策本部は、非常体制 を発令中 

 ○本部体制履歴 

  ・7/5 13:51 注意体制（風水害） 

  ・7/5 16:00 警戒体制（風水害）に移行 

  ・7/5 16:50 非常体制（風水害）に移行 

  ・7/11 11:56  事象に地震を追加 

 

２．リエゾン 
   

派遣先 派遣人数 活動開始日時 備考 

鹿児島県 ２人 7/11 13:20～16:53 撤収済み 

 

≪リエゾン（災害対策現地情報連絡員）とは≫ 

 地震・水害・土砂災害等の大規模自然災害の発生時に、地方公共団体が設置した災害対

策本部へ職員を派遣し、災害情報等の情報収集、災害応急対策の支援を行うもの。 

○九州地方整備局が所管する施設の点検を完了しました。所管施設に被災はありません。 

鹿児島県で震度 5 強を観測 

～九州地方整備局の取り組み（第 2 報） 

 

平成 29年 7月 11日、11時 56分に鹿児島県鹿児島市において地震（震度 5強）が発生し 

ました。九州地方整備局の取り組み状況は下記のとおりです。 

 



 
 
 

３．所管施設の状況 

 １）道路 

   〔直轄国道〕 

     国道 3号、国道 10号、国道 58号、国道 220号、国道 224号、国道 225号、 

南九州西回り自動車道（E3A）薩摩川内高江ＩＣ～薩摩都ＩＣ、 

東九州自動車道（E78）鹿屋串良 JCT～末吉財部 IC       ：異常無し  

 ２）河川 

   〔直轄河川〕 

    肝属川 : 異常無し 

 ３）港湾 

    鹿児島港 ： 異常無し 

指宿港海岸 ： 異常無し 

 ４）砂防 

    桜島砂防 ： 異常無し 

 

       【問い合せ先】  

 九州地方整備局 災害対策本部  

企画部企画課 課長補佐 渡辺 祐二 電話：092-414-7301（本部直通） 


